
第４号様式（第７関係）

【登録者情報】

【事業内容】

１　組織（役職員数）

人 人

（ 人） （ 人）

２　雇用管理体制

３　技術者・技能者の数

人 人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人 人

４　林業機械の保有状況

11 台 4 台 台 台 台 台 台 台 4 台 台 4 台 2 台

青森県意欲と能力のある林業経営者名簿

素材生産

常勤 非常勤
常用

臨時・季節
常用

臨時・季節

登録番号

登録年月日

商号又は名称 代表者氏名
主たる事務所
の所在地

電話番号 認定事業主(登録情報の
変更年月日)

R3-49
R4.2.25

有限会社前田林業 前田 義文
東津軽郡外ヶ浜
町字蟹田南沢山
口25-1

0174-22-2350 R3-1-265
（　－　）

事務系職員数

掘削機
能付き
グラッ
プル

番号 事業内容

1

2 造林・保育

3

【森林経営管理実施権を受けることを希望する区域】

市町村名

青森市、外ヶ浜町、今別町、蓬田村

素材生産・造林・保育

掘削機
能付き
フェ
ラーバ
ンチャ

グラッ
プル

プロ
セッサ

ハーベ
スタ

フォ
ワーダ

スイング
ヤーダ

タワー
ヤーダ

フェラー
バンチャ

スキッ
ダ

林内運
材車

（うち通年） （うち通年）

役員数 林業現場作業員数

人

1

雇用管理者
の選任の

有無

雇用に関す
る文書交付

の有無

社会・労働保険等への加入状況

労災保険 労災保険料率 雇用保険 健康保険 厚生年金保険 退職金共済等

有 有 22 人 6 ％ 22 人 22

5 人

その他 その他 その他

18 人 22 人

1
人人

15
6 人

15

9 4 2 1

技術者・技能者数

技術者・技能者数

フォレスト
ワーカー

フォレスト
リーダ－

フォレスト
マネジャー

グリーン
マイスター

森林施業
プランナー

森林作業道
作設
オペレーター

技術士 技能士

4

その他

（　　　） （　　　） （　　　） （　　　） （　　　）

その他

林業技士
林業普及指導
員

フォレスター
(森林総合監理
士)

その他



５　事業量等

６　素材生産量の増加又は生産性の向上

７　生産管理又は流通合理化等

・作業日報の作成・分析による進捗管理、生産工程の見直し、作業シス
　テムの改善等の適切な生産管理に取り組んでいる。

【適切な生産管理の具体的な取組内容】

毎日のミーティングで日報の作成及び進捗状況の聴取を行っており、生産
工程より遅れが生じた場合や問題が発生した場合は人員と機械の配置変更
等により生産システムの改善を図っている。

合計 42.00 19,000 290.00 17,400

造林・保育
左記以外の

林業の
事業量

（　　　）

事業区域
(市町村）

はい

・生産量において５年間で約２割増加させる目標を有している。

・生産性において５年間で約２割向上させる目標を有している。

・生産量において一定の水準（5,000m3/年）に達しており、現状以上
　に増加させる目標を有している。

・生産性において一定の水準（間伐８m3/人日、主伐１１m3/人日）
　に達しており、現状以上に向上させる目標を有している。

【目標達成に向けた具体的な取組内容】

雇用人数を維持するとともに、請負事業及び立木購入を積極的に行い、事
業量を確保する。

はい

主　伐 間　伐

面積(ha) 材積(㎥)
生産性

（㎥/人日）
面積(ha) 材積(㎥)

生産性
（㎥/人日）

直営 37.47 18,900

　実績【事業期間　令和２年　１月　１日～　令和２年１２月３１日】

素材生産

12.8 168.41 8,950 6.3
請負 105.92 8,300
合計 37.47 18,900 274.33 17,250

造林・保育
左記以外の

林業の
事業量

事業区域
(市町村）

素材生産の
請負がある
場合は、主
な経営者名
を記載

造林・保育
の請負があ
る場合は、
主な経営者
名を記載

植付(ha) 下刈り(ha) その他

直営 27.71 56.19 27.71 東津軽郡
外ヶ浜町、
蓬田村、他

(株)三上造
材、(有)三
直林業、他

請負
合計 27.71 56.19 27.71

素材生産の
請負がある
場合は、主
な経営者名
を記載

造林・保育
の請負があ
る場合は、
主な経営者
名を記載

植付(ha) 下刈り(ha) その他

直営 28.00 57.00 28.00 東津軽郡
外ヶ浜町、
蓬田村、他

(株)三上造
材、(有)三
直林業、他

請負
合計 28.00 57.00 28.00

　５年後の目標【事業期間　令和８年　１月１日～　令和８年１２月３１日】

素材生産

主　伐 間　伐

面積(ha) 材積(㎥)
生産性

（㎥/人日）
面積(ha) 材積(㎥)

生産性
（㎥/人日）

直営 42.00 19,000 13.1 150.00 9,000 6.4
請負 140.00 8,400



【取りまとめ機関を通じた共同販売・共同出荷】

８　造林・保育の省力化・低コスト化

９　主伐後の再造林の確保

(１)主伐及び主伐後の再造林の一体的な実施体制

はい・製材工場等需要者との直接的な取引、木材流通業者や森林組合系統な
　どの取りまとめ機関を通じた共同販売・共同出荷等の原木の安定供
　給・流通合理化等に取り組んでいる。

【製材工場等需要者との直接的な取引】

　取引先名：
東北木材(株)、新北菱林産(株)、(有)山健高橋製材所、
中島製材所、他

　取りまとめ機関名：
青森県森林整備事業協同組合、青森県森林組合連
合会、(株)資材支援グループ、他

【その他の取組内容】

県内外の委託市場への出荷、神社仏閣等の特殊材対応に取り組んでいる。

【再造林計画の達成に向けた具体的な取組内容】

・自己の所有する森林の主伐にあっては、主伐後の適切な更新を実施してい
る。他者の所有する森林の主伐にあっては、事前に森林所有者等に対する適切
　な更新の働きかけを行っている。

はい
１年以内に
取り組む

・伐採・造林の一貫作業システムの導入、コンテナ苗の使用、低密度植
　栽、下刈の省力化等に取り組んでいる。

【現在取り組んでいる又は今後取り組む具体的な内容】

主に国有林請負事業において伐採・造林の一貫作業、コンテナ苗の使用、低密度植
栽及び下刈りの省力化に取り組んでいる。民有林請負事業においても、補助制度や
メリットについて説明し、取り組む所有者の比率が増える様働きかけている。

はい

・主伐と再造林の両方を直営施業で実施する体制を有している。

・主伐又は再造林を他者への請負により実施する体制を有している。

・連携する他の林業経営者と一体的に実施する体制を有している。

連携する林業経営者名：

国有林及び公有林については、主伐面積に対する５割以上の再造林の入札
に参加する。民有林については、森林所有者に再造林の働きかけを行う。

はい(２)適切な更新

・青い森づくり推進機構と協定を締結し、再造林に係る協力金を拠出してい
　る（素材生産を行わない経営者にあっては、協力金を拠出している経営者
　と連携している）。

・他者の所有する森林の主伐（針葉樹）面積の５割以上の再造林する計画を
　有している。



10　素材生産や造林・保育の実施体制の確保

11　伐採・造林に関する行動規範の策定等

12　雇用管理の改善及び労働安全対策（直接雇用する現場作業員を有する場合に限る）

１年以内
に策定予定

・所属する業界団体等が行動規範を策定し、遵守している。

策定主体： 青森県森林整備事業協同組合

今後策定するとした場合の策定時期：

・現場作業職員の常用化などの雇用の安定化に取り組んでいる。

・所属する現場作業職員の現場従事実績等が３年間以上ある。

はい
１年以内
に策定予定

・経営者独自の行動規範を策定し、遵守している。

今後策定するとした場合の策定時期：

はい

・素材生産又は造林・保育に関して３年間以上の実績がある。

はい

はい

・現場作業職員の社会・労働保険、退職金共済等へ加入している。

【雇用安定化の具体的な取組内容】

はい

・現場作業職員への月給制度や週休２日制の導入、賃金水準の向上など労働
　条件の改善に取り組んでいる。

【労働環境改善の具体的な取組内容】

はい

・計画的な研修実施などの教育訓練の充実に取り組んでいる。

【教育訓練の充実の具体的な取組内容】

現場作業員を安定的に雇用する為、事業量を充分に確保している。また、
本人の意向に沿って常用又は季節の雇用形態決定しており、就職しやすい
環境を整えている。

月給制度を一部導入しており、また、賃金制度を問わず、賃金構造基本統
計調査の産業別及び都道府県別の結果を勘案した県内平均よりも高い水準
に賃金設定している。

業界団体の開催する研修等に積極的に参加している。また、国有林請負事
業の着手時の受入教育の他、適時に安全・技術教育の為の勉強会を実施し
ている。

はい



13　コンプライアンスの確保

14　常勤役員の設置（法人に限る）

15　経営状況

16　その他の情報

・国、県、市町村から、入札参加資格の指名停止を受けていない。

森林災害ボランティアとして山火事防止森林パトロール、不法投棄ゴミの回収等の活動に参
加実績有り。労働災害防止活動や交通事故防止活動での表彰実績有り。青い森林業アカデ
ミーや県内中学校の依頼によるインターンシップや職場見学の受入や業界団体が主催する安
全講習等への講師派遣、伐木チャンピオンシップへの参加等、業界での人材育成や普及活動
に寄与。

・リスクアセスメントに取り組んでいる。

・防護具等の着用の徹底を図っている。

・役職員に対してコンプライアンスの教育を行っている（他者への請負によ
　り林業生産活動を行っている経営者は、請負者に対し適切な指示・指導を
　行っている。）。

・業務に関連して法令に違反していない

・外部機関による作業現場の安全巡回指導、労働安全コンサルタント等専門
　家による安全診断・指導等の労働安全対策に取り組んでいる。

【外部機関等による労働安全対策の具体的な取組内容】

平成27年度において労働安全コンサルタントによる安全診断を受診。ま
た、発注者や林災防が実施する現場パトロールでの指導内容等を活かし、
労働安全対策に取り組んでいる。

はい

はい

はい

・経理状況が良好である。

・森林経営管理権の設定を受ける場合は、当該森林の経営管理に関する経理
　を他と分離できる。

・常勤役員を設置していない場合、森林経営管理法の施行日から起算
　して３年を経過した日以降最初に招集される総会時までに設置する
　よう取り組む。

はい

・常勤役員を設置している。


